
静岡県 きゅうり 埼玉県 小松菜 埼玉県

兵庫県 ピーマン 茨城県 にら 高知県

長崎県 もやし 栃木県 チンゲン菜 千葉県

静岡県 しょうが 高知県 ごぼう 青森県

千葉県 にんにく 青森県 ねぎ 千葉県

　子供の頃に身に付いた食習慣を、大人になってから改めるのは簡単なことではありませ
ん。生涯にわたって、心身ともに健康で充実した生活を送るには、子供の頃の食習慣がと
ても重要です。ご家庭でも、できることから「食育」に取り組んでみませんか？

～6月の給食より～

☆2日「開校記念日」お祝い献立

６月１日の開校記念日をお祝いしてお赤飯を炊きます。

☆6月4日～10日「歯と口の健康週間」

歯ごたえのある、ファイバーサラダや、ハリハリ漬を提供します。

☆９日「練馬キャベツ一斉献立」

区立小中学校が地場産物を使用した学校給食を全校一斉に実地します。

生産者の方々に感謝の心を持って、食べましょう!

セロリー

6月給食だより

令和3年5月29日

練馬区立練馬第三小学校

校  長   城﨑     真

栄養士  櫻庭  恵子

学校給食費の徴収にご協力をお願いいたします。

第１回目の給食費振り替えは、５月１０日（月）です。

再振替日はありませんので、口座残高のご確認をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　（１０円の手数料がかかります。）

☆5月の野菜産地☆

　食中毒とは、細菌やウイルスなどの有毒な物質がつ
いた食べ物を食べて、下痢や腹痛、吐き気、発熱
などの症状が起こる病気のことです。原因物質や
症状はさまざまで、１年を通して発生していますが、
夏場は特に細菌による食中毒が多くなります。時に命
に関わる場合もありますので、
「食中毒予防の三原則」を守り、
予防に努めることが大切です。

　毎年６月は、国が定める「食育月間」です。
平成17 年に制定された「食育基本法」では、
「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、
生きる力を身に付けていくためには、何よりも
『食』が重要である」とした上で、食育を、
「生きる上での基本であって、知育、徳育及び
体育の基礎となるべきもの」「様々な経験を通
じて『食』に関する知識と『食』を選択する
力を習得し、健全な食生活を実践することが
できる人間を育てる」ことと位置付けて
います。

キャベツ

にんじん

たまねぎ

じゃがいも

学校給食費の徴収にご協力をお願いいたします。

第２回目の給食費の引き落としは、６月８日（火）です。

再振替日はありませんので、口座残高のご確認をお願いいたします。


